
伊 丹 市 上 下 水 道 局 制 限 付 一 般 競 争 入 札 実 施 要 綱  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 上 下 水 道 局 が 発 注 す る 建 設 工 事 の 請 負 契 約 に  

係 る 制 限 付 一 般 競 争 入 札 （ 以 下 「 一 般 競 争 入 札 」 と い う 。 ） の 実  

施 に 関 し ， 伊 丹 市 水 道 事 業 ， 工 業 用 水 道 事 業 お よ び 下 水 道 事 業 契 約

に 関 す る 規 程 （ 昭 和 ６ ２ 年 水 管 規 程 第 ３ 号 ） に お い て 準 用 す る 伊 丹

市 契 約 に 関 す る 規 則 （ 平 成 ３ 年 伊 丹 市 規 則 第 ３ ７ 号 。 以 下 「 規 則 」

と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か ， 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 

（ 対 象 工 事 ）  

第 ２ 条  一 般 競 争 入 札 の 対 象 と な る 工 事 は ， 建 設 業 法 （ 昭 和 ２ ４ 年  

法 律 第 １ ０ ０ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る  

建 設 工 事 の う ち ， 原 則 と し て ， 設 計 金 額 が １ ３ ０ 万 円 を 超 え る も  

の と す る 。 た だ し ， 災 害 復 旧 等 の 緊 急 工 事 ， 専 門 ・ 特 殊 性 を 有 す  

る 等 施 工 で き る 者 が 限 ら れ て い る 工 事 ， 特 別 な 事 由 の あ る 工 事 ，  

一 般 競 争 入 札 で 行 う こ と が 適 切 で な い と 認 め ら れ る 工 事 は こ の  

限 り で な い 。  

（ 入 札 参 加 可 能 業 者 数 ）  

第 ３ 条  一 般 競 争 入 札 に 係 る 参 加 条 件 の 設 定 方 法 に つ い て は ， 伊 丹  

市 内 に 本 店 を 有 す る 業 者 ， 伊 丹 市 内 に 支 店 を 有 す る 業 者 ， 伊 丹 市  

外 に 本 店 を 有 す る 業 者 の 順 に 入 札 参 加 可 能 業 者 数 を カ ウ ン ト し ，  

１ ０ 者 以 上 と な る よ う に 設 定 す る 。  

（ 一 般 競 争 入 札 の 参 加 資 格 ）  

第 ４ 条  一 般 競 争 入 札 に 参 加 す る こ と が で き る 者 は ， 法 第 ２ ７ 条 の  

２ ３ の 規 定 に よ る 経 営 事 項 審 査 を 受 け ， 規 則 第 １ ４ 条 に 規 定 す る  

指 名 競 争 入 札 参 加 資 格 の 認 定 を 受 け て い る 者 で ， 規 則 第 ３ 条 に 規  

定 す る 入 札 の 公 告 （ 以 下 「 公 告 」 と い う 。 ） に よ り 当 該 対 象 工 事  

ご と に 定 め る 要 件 を 満 た し て い る 者 と す る 。  

（ 入 札 参 加 の 申 込 ）  

第 ５ 条  一 般 競 争 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 は ， 公 告 に 定 め る 申 込  

期 限 ま で に ， 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 必 要 書 類 を 添 付 し ， 管 理  



者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 入 札 参 加 申 込 者 へ の 通 知 ）  

第 ６ 条  管 理 者 は ， 前 条 の 規 定 に よ る 申 込 み が な さ れ た も の に つ い  

 て ， 第 4 条 に 規 定 す る 参 加 資 格 の 有 無 に つ い て 審 査 し ， そ の 結 果  

を 申 込 者 に 通 知 す る も の と す る 。 た だ し ， 開 札 後 に 入 札 参 加 資 格  

を 審 査 す る 場 合 に あ っ て は こ の 限 り で は な い 。  

（ 参 加 資 格 の 喪 失 ）  

第 ７ 条  管 理 者 は ， 前 条 の 規 定 に よ る 通 知 後 ， 入 札 参 加 資 格 者 と し  

て 認 め た 者 が 第 4 条 に 規 定 す る 参 加 資 格 を 喪 失 し た と き 又 は 第 5  

条 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 書 類 に 虚 偽 の 事 項 を 記 載 し た こ と が 明  

ら か と な っ た と き は ， そ の 者 を 当 該 入 札 に 参 加 さ せ な い も の と す  

る 。  

２  管 理 者 は ， 前 項 の 決 定 を し た と き は ， そ の 旨 を 直 ち に 当 該 相 手  

方 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 設 計 図 書 の 閲 覧 ）  

第 ８ 条  一 般 競 争 入 札 に 付 す る 建 設 工 事 の 設 計 図 書 は ， 公 告 の 日 か  

ら 入 札 日 ま で ， 管 理 者 が 指 定 す る 場 所 に お い て 閲 覧 に 供 す る 。   

（ 公 告 ）   

第 ９ 条  管 理 者 は ， 一 般 競 争 入 札 の 公 告 を し た と き は ， そ の 写 し を  

上 下 水 道 局 の 掲 示 板 に 掲 示 す る も の と す る 。  

（ 落 札 者 の 決 定 等 ）   

第 １ ０ 条  管 理 者 は ， 一 般 競 争 入 札 を 実 施 す る 場 合 に お い て は ， 原  

則 と し て ， 最 低 制 限 価 格 を 設 定 す る も の と す る 。  

２  入 札 が 中 止 又 は 不 調 と な っ た 場 合 は ， 随 意 契 約 に よ り 契 約 を 締  

結 す る こ と が で き る 。  

（ 補 則 ）  

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は ，  

管 理 者 が 別 に 定 め る 。  

  付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ３ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 １ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ３ 年 ４ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


